
第
１９９条

第
１１項

監
査
結
果
報
告
の
う
ち
公
安
委
員
会
に
お
い
て

特
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
事
項
に
つ
い

て
の
勧
告
の
受
理

第
１９９条

第
１５項

勧
告
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
及
び
当
該
措
置
の

内
容
の
監
査
委
員
へ
の
通
知

第
１０４
条
の
２
の
４

第
１
項

特
例
取
得
免
許
の
取
消
し

第
１０４
条
の
２
の
４

第
２
項

特
例
取
得
免
許
の
取
消
し

第
１０８
条
の
３２
の
３

第
１
項

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定

第
１０８
条
の
３２
の
３

第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
１０８条

の
３２の

２
第
５
項

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
の
取
消
し

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
４
年
５
月
１３日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
（
平
成
１３年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
の
第
７５条

第
３
項
の
項
を
削

り
、
同
部
の
第
１８０条

の
４
第
２
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
の
警
察
法
（
昭
和
２９年

法
律
第
１６２号

）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
中
「
第
７９条

第
２
項
」
を
「
第
７９

条
第
３
項
」
に
改
め
る
。

別
表
の
道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
の
第
４
条
第
１
項
の
項
中

「
第
４９条

第
１
項
、
」
を
「
第
４９条

第
１
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
部
の
第
７５条

の
２
第
３
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
７５条

第
４
項
の
項
中
「
使
用
制
限
」
を
「
自
動
車
の
使
用
制
限
命
令
」
に
改
め
、
同
部
中

「
第
１０４
条
の
２
の
３

第
３
項

臨
時
適
性
検
査
に
係
る
免
許
の
取
消
し

を

」

「
第
１０４
条
の
２
の
３

第
３
項

臨
時
適
性
検
査
等
の
不
受
検
等
を
理
由
と
す
る

免
許
の
取
消
し

第
１０４
条
の
２
の
３

第
５
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
１０３条

第
３
項

聴
聞
を
行
う
免
許
の
効
力
の
停
止
に
係
る
期
間

の
定
め

に
改
め
、
同
部
の
第
１０４条

」

の
２
の
３
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
１０３条

第
４
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
の
道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
中
「
第
１０７条

の
５
第
４
項
」

の
次
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
第
１０４条

第
１
項
」
を
加
え
、
「
第
１０７条

の
５
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
１０３条

第
４
項
」
を
「
第
１０７条

の
５
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
１０３条

第
３
項
」
に
、
「
第
１０８条

の

３
の
３
第
１
項
」
を
「
第
１０８条

の
３
の
４
第
１
項
」
に
改
め
、
同
部
の
第
１０８条

の
３２の

２
第
１
項
の
項
及

び
第
１０８条

の
３２の

２
第
５
項
の
項
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
」
に
改

め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
の
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
３５年

政
令
第
２７０号

）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

令

和

四

年

号

外

三
三

五
月
十
三
日

( 金 曜 日 )

目

次

○
公
安
委
員
会
規
則

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
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日
に
当
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る
と
き
は
翌
日
発
行
）
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行
人

大

分
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編
集

㈱
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文
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刷
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定
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一
箇
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八
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す
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号
外
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公
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委
規
則
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第
３２条

の
７
第
２
号
大
型
自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
適
性
に
関
す
る

教
習
課
程
の
指
定

第
３２条

の
８
第
２
号
中
型
自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
適
性
に
関
す
る

教
習
課
程
の
指
定

第
３４条

第
２
項

大
型
自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
技
能
に
関
す
る

教
習
課
程
の
指
定

第
３４条

第
４
項

中
型
自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
技
能
に
関
す
る

教
習
課
程
の
指
定

第
３４条

第
５
項

旅
客
自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
適
性
に
関
す
る

教
習
課
程
の
指
定

第
３４条

第
７
項

旅
客
自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
技
能
に
関
す
る

教
習
課
程
の
指
定

第
３４条

第
８
項

け
ん

牽
引
自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
適
性
に
関
す
る

教
習
課
程
の
指
定

第
３４条

第
１０項

け
ん

牽
引
自
動
車
の
運
転
に
必
要
な
技
能
に
関
す
る

教
習
課
程
の
指
定

運
転
免
許
取
得
者
教

育
の
認
定
に
関
す
る

規
則
（
平
成
１２年

国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
４
号
）
に
規
定
す

る
事
務

第
１３条

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
の
定
め

運
転
免
許
取
得
者
等

教
育
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
平
成
１２年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号
）
に
規
定

す
る
事
務

第
４
条
第
２
項
第
４

号
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
高
齢
者
講
習
同

等
）
課
程
に
係
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
者
の
指
定

第
１３条

電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
の
定
め

大
型
自
動
車
免
許
の

欠
格
事
由
等
の
特
例

に
係
る
教
習
の
課
程

の
指
定
に
関
す
る
規

則
（
令
和
４
年
国
家

第
９
条
第
１
項

特
例
教
習
課
程
の
指
定
の
取
消
し

公
安
委
員
会
規
則
第

４
号
）
に
規
定
す
る

事
務

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
令
和
４
年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
８
号
）
に
規
定

す
る
事
務

第
４
条
第
１
項
第
４

号
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
（
認
知
機
能
検
査
同

等
）
に
係
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
者
の
指
定

第
４
条
第
２
項
第
４

号
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
（
運
転
技
能
検
査
同

等
）
に
係
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
者
の
指
定

第
１４条

電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
の
定
め

大
分
県
道
路
交
通
法

施
行
細
則
（
昭
和
５１

年
大
分
県
公
安
委
員

会
規
則
第
２
号
）
に

規
定
す
る
事
務

第
３４条

の
２
第
３
項
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
高
齢
者
講
習
同

等
）
課
程
に
係
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
者
の
指
定
の
取
消
し

第
３４条

の
４
第
３
項
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
に
係
る
業
務
を
適
正

か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
指
定
の

取
消
し

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

別
表
中

「

を

」

「

に

」

改
め
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
４
年
５
月
１３日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
５１年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

「
第
８
章

講
習
の
実

「
第
８
章
講
習
の
実
施
（
第
２７条

－
第
３３条

の
６
）

第
９
章
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
申
請
等
（
第
３４条

）
」

目
次
中

を
第
９
章

運
転
免
許

第
９
章
の
２

運
転

施
（
第
２７条

－
第
３３条

の
４
）

取
得
者
等
教
育
の
認
定
申
請
等
（
第
３４条

・
第
３４条

の
２
）

に
改
め
る
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

二



免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
申
請
等
（
第
３４条

の
３
・
第
３４条

の
４
）
」

第
３
条
第
１
項
第
４
号
エ
オ
中
「
同
条
第
２
項
」
を
「
同
条
第
３
項
」
に
改
め
る
。

第
２１条

第
１
項
中
「
第
３２条

の
３
第
１
項
、
同
条
第
２
項
」
を
「
第
３２条

の
２
第
１
項
第
２
号
、
同
条
第

２
項
第
２
号
、
同
条
第
３
項
」
に
、
「
第
９７条

の
２
第
２
項
」
を
「
第
９７条

の
２
第
３
項
」
に
改
め
る
。

第
２２条

の
３
中
「
（
大
分
県
杵
築
日
出
警
察
署
に
あ
つ
て
は
杵
築
幹
部
交
番
を
、
大
分
県
臼
杵
津
久
見
警

察
署
に
あ
つ
て
は
津
久
見
幹
部
交
番
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む
。
次
条
、
第
２４条

の
３
及
び
第
２４条

の
４
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
２２条

の
５
と
し
、
第
２２条

の
２
の
次
に
次
の
２
条
を
加
え
る
。

（
免
許
の
条
件
の
変
更
等
）

第
２２条

の
３
法
第
９１条

の
規
定
に
よ
り
免
許
に
自
動
車
等
を
運
転
す
る
に
つ
い
て
必
要
な
条
件
を
付
さ
れ

た
者
で
、
当
該
条
件
の
変
更
又
は
解
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
免
許

条
件
変
更
・
解
除
申
請
書
（
第
１７号

様
式
の
２
）
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
同
時
に
法
第
８９条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

⑵
同
時
に
法
第
１０１条

第
１
項
、
第
１０１条

の
２
第
１
項
又
は
第
１０１条

の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
免
許
証
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

⑶
公
安
委
員
会
か
ら
法
第
１０２条

第
５
項
の
規
定
に
よ
る
臨
時
適
性
検
査
に
係
る
通
知
を
受
け
て
い
る

場
合

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
免
許
の
条
件
の
変
更
又
は
解
除
の
事
由
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
身
体
の
障
害
に
関
す
る
も
の
（
大
分
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
安
全
運
転
相
談
（
一
定
の

病
気
、
身
体
の
障
害
及
び
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
中
毒
を
有
す
る
者
の
運
転
免
許
の
取
得
、
更
新
等
に
関
す

る
相
談
を
い
う
。
）
を
行
う
必
要
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
大
分
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

⑵
前
号
に
規
定
す
る
事
由
以
外
の
事
由
大
分
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
又
は
警
察
署
（
大
分
県
杵
築
日

出
警
察
署
に
あ
つ
て
は
杵
築
幹
部
交
番
を
、
大
分
県
臼
杵
津
久
見
警
察
署
に
あ
つ
て
は
津
久
見
幹
部
交

番
を
含
む
。
次
条
、
第
２２条

の
５
、
第
２３条

、
第
２４条

の
３
及
び
第
２４条

の
４
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
申
請
に
よ
る
免
許
の
条
件
の
付
与
等
）

第
２２条

の
４
法
第
９１条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
条
件
の
付
与
の
申
請
は
大
分
県
運
転
免
許
セ

ン
タ
ー
又
は
警
察
署
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
条
件
の
変
更
の
申
請
は
大
分
県
運
転
免
許

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２３条

中
第
２
項
を
削
り
、
第
３
項
を
第
２
項
と
す
る
。

第
２３条

の
６
を
第
２３条

の
７
と
し
、
第
２３条

の
５
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
運
転
技
能
検
査
）

第
２３条

の
６
法
第
１０１条

の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
技
能
検
査
（
法
第
９７条

の
２
第
１
項
第
３
号

イ
に
規
定
す
る
運
転
技
能
検
査
を
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
運
転
技
能
検
査
受
検
申
請
書

（
第
１８号

様
式
の
２
）
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２４条

第
２
項
中
「
命
令
は
、
」
を
「
命
令
は
」
に
改
め
、
「
診
断
書
提
出
命
令
書
」
の
次
に
「
（
認
知

症
診
断
）
」
を
、
「
に
よ
り
」
の
次
に
「
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
医
師
の
診
断
書
を
提
出
す
べ
き
旨
の

命
令
は
診
断
書
提
出
命
令
書
（
認
知
症
診
断
以
外
）
（
第
２０号

様
式
の
１
の
４
）
に
よ
り
」
を
加
え
る
。

第
２４条

の
２
第
２
項
中
「
第
２０号

様
式
の
３
」
を
「
認
知
症
診
断
以
外
」
に
改
め
る
。

第
２４条

の
３
第
２
項
中
「
第
２０号

様
式
の
４
」
を
「
第
２０号

様
式
の
３
」
に
改
め
る
。

第
２４条

の
４
第
２
項
中
「
第
２０号

様
式
の
５
」
を
「
第
２０号

様
式
の
４
」
に
改
め
る
。

第
２６条

第
１
項
中
「
第
４
条
第
２
項
第
２
号
」
を
「
第
４
条
第
２
項
第
１
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
２８条

の
５
の
見
出
し
中
「
及
び
中
型
旅
客
車
講
習
」
を
「
、
中
型
旅
客
車
講
習
及
び
普
通
旅
客
車
講

習
」
に
改
め
る
。

第
２９条

の
２
第
１
項
中
「
第
３８条

第
１１項

第
１
号
」
を
「
第
３８条

第
１０項

第
１
号
」
に
改
め
る
。

第
３２条

の
２
第
１
項
中
「
第
１０８条

の
２
第
１
項
第
１４号

」
を
「
第
１０８条

の
２
第
１
項
第
１５号

」
に
、

「
第
２７号

様
式
の
６
」
を
「
第
２７号

様
式
の
８
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
第
２７号

様
式
の
７
」
を
「
第

２７号
様
式
の
９
」
に
改
め
、
同
条
を
第
３２条

の
３
と
し
、
第
３２条

の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
若
年
運
転
者
講
習
）

第
３２条

の
２
法
第
１０８条

の
２
第
１
項
第
１４号

に
掲
げ
る
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
若
年
運
転
者

講
習
受
講
申
出
書
（
第
２７号

様
式
の
６
）
を
公
安
委
員
会
又
は
指
定
講
習
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
公
安
委
員
会
又
は
指
定
講
習
機
関
は
、
前
項
の
講
習
を
終
了
し
た
受
講
者
に
対
し
、
講
習
終
了
証
明
書

（
第
２７号

様
式
の
７
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
３３条

の
２
の
見
出
し
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
」
に
改
め
、
同
条

中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
（
令
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
令
」
に
、
「
掲
げ
る
」
を
「
規
定
す

る
」
に
、
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
を
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
を
」
に
、
「
運
転
免
許
取
得
者
教

育
（
更
新
時
講
習
同
等
）
受
講
申
出
書
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
更
新
時
講
習
同
等
）
受
講
申
出

書
」
に
改
め
る
。

第
３３条

の
３
を
削
る
。

第
３３条

の
４
の
見
出
し
中
「
（
通
常
）
」
を
削
り
、
同
条
第
１
項
中
「
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
表
の
二

の
項
に
掲
げ
る
者
及
び
同
条
第
１
項
第
２
号
の
表
の
二
の
項
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
」
を
「
第
１
条
に
規
定

す
る
基
準
に
適
合
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
受
講
申
出
書
」
の
次
に

「
（
第
２８号

様
式
の
３
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
３３条

の
３
と
す
る
。

第
３３条

の
５
の
見
出
し
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
」
に
改
め
、
同
条

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

三



中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
（
令
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
令
」
に
、
「
掲
げ
る
」
を
「
規
定
す

る
」
に
、
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
を
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
を
」
に
、
「
運
転
免
許
取
得
者
教

育
（
高
齢
者
講
習
同
等
）
受
講
申
出
書
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
高
齢
者
講
習
同
等
）
受
講
申
出

書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
３３条

の
４
と
す
る
。

第
３３条

の
６
を
削
る
。

「
第
９
章
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
申
請
等
」
を
「
第
９
章
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定

申
請
等
」
に
改
め
る
。

第
３４条

の
見
出
し
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
」
に
改
め
、
同
条
第
１

項
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
認
定
申
請
書
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
認
定
申
請
書
」
に
改
め
、
同

条
第
２
項
中
「
受
け
た
者
に
対
し
」
を
「
し
た
と
き
は
」
に
、
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
認
定
書
」
を
「
運

転
免
許
取
得
者
等
教
育
認
定
書
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
２
項
を
加
え
る
。

３
公
安
委
員
会
は
、
法
第
１０８条

の
３２の

２
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
運

転
免
許
取
得
者
等
教
育
認
定
取
消
通
知
書
（
第
３１号

様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１２年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
。
以
下

「
認
定
教
育
規
則
」
と
い
う
。
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
変
更
届
出
書
（
第
３２号

様
式
）
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
３４条

の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
高
齢
者
講
習
同
等
）
を
行
う
者
の
指
定
申
請
等
）

第
３４条

の
２
認
定
教
育
規
則
第
４
条
第
２
項
第
４
号
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
運
転

免
許
取
得
者
等
教
育
（
高
齢
者
講
習
同
等
）
指
定
申
請
書
（
第
３３号

様
式
）
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
高
齢
者
講
習
同
等
）
指

定
書
（
第
３４号

様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
公
安
委
員
会
は
、
第
１
項
の
指
定
を
受
け
た
者
が
認
定
教
育
規
則
第
４
条
第
２
項
第
４
号
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
高
齢
者
講
習
同
等
）
指
定
取
消
通
知
書
（
第
３５

号
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
９
章
の
次
に
次
の
１
章
を
加
え
る
。

第
９
章
の
２
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
申
請
等

（
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
申
請
等
）

第
３４条

の
３
法
第
１０８条

の
３２の

３
第
１
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
運
転
免
許
取
得
者
等
検

査
認
定
申
請
書
（
第
３６号

様
式
）
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
認
定
書
（
第
３７号

様
式
）

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
公
安
委
員
会
は
、
法
第
１０８条

の
３２の

３
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
１０８条

の
３２の

２
第
５
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
認
定
取
消
通
知
書
（
第
３８号

様

式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
令
和
４
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
。
以
下

「
認
定
検
査
規
則
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
変
更
届
出
書
（
第
３９号

様
式
）
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
を
行
う
者
の
指
定
申
請
等
）

第
３４条

の
４
認
定
検
査
規
則
第
４
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
２
項
第
４
号
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
指
定
申
請
書
（
第
４０号

様
式
）
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
指
定
書
（
第
４１号

様
式
）

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
公
安
委
員
会
は
、
第
１
項
の
指
定
を
受
け
た
者
が
認
定
検
査
規
則
第
４
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
２
項

第
４
号
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
指
定
取
消
通
知
書
（
第
４２号

様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
１６号

様
式
の
２
を
削
る
。

第
１７号

様
式
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

四



第
１７号

様
式
の
２
（
第
２２条

の
３
関
係
）

免
許
条
件
変
更
・
解
除
申
請
書

年
月

日

大
分
県
公
安
委
員
会

殿

フ
リ

ガ
ナ

氏
名

生
年

月
日

年
月

日

連
絡

先

記
載
事
項
変
更
の
有
無

有
・

無

変
更
又
は
解
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
免
許
の
条
件

資
料

区
分
5
8

処
理

区
分

１
即
日
２
非
即
日

登
録

年
月

日
年

月
日

免
許
の
条
件
コ
ー
ド

（
表
面
）

適
性
検
査
結
果

（
裏
面
）

検
査
者

確
認
者

備
考

申
請
者
は
、
太
枠
内
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

申請者免許証の写し

第
１８号

様
式
の
備
考
中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に

よ
り
納
付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
貼
り
付
け
る
」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
１
様
式

を
加
え
る
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

五



第
１８号

様
式
の
２
（
第
２３条

の
６
関
係
）

運
転
技
能
検
査
受
検
申
請
書

年
月

日

大
分
県
公
安
委
員
会

殿

住
所

申
請
者

氏
名

生
年
月
日

　
道
路
交
通
法
第
101条

の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
技
能
検
査
を
受
検
し
た
い
の
で
申
請
し
ま

す
。

受
検

日

受
検
場
所

備
考

手
数

料

備
考

手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

第
１９号

様
式
の
備
考
中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す

る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
」
に
改
め
る
。

第
２０号

様
式
中
「
認
知
機
能
検
査
」
を
「
認
知
機
能
検
査
等
」
に
、
「
記
憶
力
・
判
断
力
が
低
く
な
つ
て

い
る
」
を
「
認
知
症
の
お
そ
れ
が
あ
る
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
削
る
。

第
２０号

様
式
の
１
の
３
中
「
診
断
書
提
出
命
令
書
」
を
「
診
断
書
提
出
命
令
書
（
認
知
症
診
断
）
」
に
、

「
認
知
機
能
検
査
」
を
「
認
知
機
能
検
査
等
」
に
、
「
記
憶
力
・
判
断
力
が
低
く
な
つ
て
い
る
」
を
「
認
知

症
の
お
そ
れ
が
あ
る
」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

六



第
２０号

様
式
の
１
の
４
（
第
２４条

、
第
２４条

の
２
関
係
）

診
断
書
提
出
命
令
書
（
認
知
症
診
断
以
外
）

指
令
（

）
第

号

年
月

日

住
所

殿

大
分
県
公
安
委
員
会

印

道
路
交
通
法
　
　
　
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
道
路
交
通
法
施
行
規
則

に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
医
師
の
診
断
書
の
提
出
を
命
じ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
命
令
を
受
け
、
や
む
を
得
な
い
理
由
な
く
診
断
書
を
提
出
し
な
い
場
合
は
、
運
転
免
許
の

の
処
分
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

記

診
断
書
の
提
出

を
命
ず
る
理
由

診
断
書
の
提
出

期
限

年
月

日

そ
の
他
必
要
な

事
項

備
　
　
　
　
考

第
２０号

様
式
の
３
を
削
る
。

第
２０号

様
式
の
４
を
第
２０号

様
式
の
３
と
し
、
第
２０号

様
式
の
５
を
第
２０号

様
式
の
４
と
す
る
。

第
２１号

様
式
の
備
考
２
中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付

す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
」
に
改
め
る
。

第
２２号

様
式
中
「
第
４
条
第
２
項
第
２
号
」
を
「
第
４
条
第
２
項
第
１
号
ロ
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
場
合

は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
貼
り
付
け
る
」
に
改
め
る
。

第
２２号

様
式
の
２
中
「
第
４
条
第
２
項
第
２
号
」
を
「
第
４
条
第
２
項
第
１
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
２３号

様
式
の
備
考
中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す

る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
」
に
改
め
る
。

第
２４号

様
式
の
２
の
備
考
３
中
「
手
数
料
欄
に
大
分
県
収
入
証
紙
を
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付

す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
」
に
改
め
る
。

第
２５号

様
式
の
備
考
及
び
第
２５様

式
の
２
の
備
考
２
中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
」
を

「
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
」
に
改
め
る
。

第
２５号

様
式
の
３
の
備
考
２
、
第
２５号

様
式
の
４
の
備
考
及
び
第
２５号

様
式
の
５
の
備
考
２
中
「
手
数
料

欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙

を
手
数
料
欄
に
貼
り
付
け
る
」
に
改
め
る
。

第
２５号

様
式
の
６
の
備
考
２
中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り

納
付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
」
に
改
め
る
。

第
２６号

様
式
の
備
考
中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に

よ
り
納
付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
貼
り
付
け
る
」
に
改
め
る
。

第
２７号

様
式
の
２
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
初
心
運
転
者
講
習
通
知
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
貼

り
付
け
る
こ
と
。

第
２７号

様
式
の
４
中

「

講
習
区
分

□
道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
３８条

第
１２項

第
２
号
の
表
の
１
の
項
に
掲
げ
る
講
習

□
道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
３８条

第
１２項

第
２
号
の
表
の
２
の
項
に
掲
げ
る
講
習

□
道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
３８条

第
１２項

第
２
号
の
表
の
３
の
項
に
掲
げ
る
講
習

□
道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
３８条

第
１２項

第
２
号
の
表
の
４
の
項
に
掲
げ
る
講
習

を

」

「
実
車
指
導
の
有
無

有
・

無
に

令
和
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年
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県
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外
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講
習
区
分

□
７５歳

未
満

□
７５歳

以
上

□
臨
時

」

改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す

る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
」
に
改
め
る
。

第
２７号

様
式
の
５
の
備
考
中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納

付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
」
に
改
め
る
。

第
２７号

様
式
の
７
中
「
第
３２条

の
２
」
を
「
第
３２条

の
３
」
に
、
「
第
１０８条

の
２
第
１
項
第
１４号

」
を

「
第
１０８条

の
２
第
１
項
第
１５号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
２７号

様
式
の
９
と
す
る
。

第
２７号

様
式
の
６
中
「
第
３２条

の
２
」
を
「
第
３２条

の
３
」
に
、
「
第
１０８条

の
２
第
１
項
第
１４号

」
を

「
第
１０８条

の
２
第
１
項
第
１５号

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙

を
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第

２７号
様
式
の
８
と
す
る
。

第
２７号

様
式
の
５
の
次
に
次
の
２
様
式
を
加
え
る
。

第
２７号

様
式
の
６
（
第
３２条

の
２
関
係
）

若
年
運
転
者
講
習
受
講
申
出
書

年
月

日

実
施
機
関

殿

住
所

申
出
者

氏
名

生
年
月
日

　
道
路
交
通
法
第
108条

の
２
第
１
項
第
14号

に
掲
げ
る
講
習
を
受
講
し
た
い
の
で
申
し
出
ま

す
。

講
習

日

講
習

場
所

現
に
受
け
て
い

る
運
転
免
許
の

種
類

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

型

備
考

手
数

料
欄

備
考
１
　
実
施
機
関
は
、
受
講
を
申
し
出
る
「
大
分
県
公
安
委
員
会
」
又
は
「
指
定
講
習
機
関
名
及
び

　
管
理
者
」
と
す
る
こ
と
。

２
　
通
知
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
貼
り
付
け
る

　
こ
と
。

３
　
公
安
委
員
会
に
受
講
を
申
し
出
る
者
は
、
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
は
、
当
該

　
証
紙
を
手
数
料
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

大　型

大　特

大自二

大型二

中型二

普通二

牽引二

大特二

普自二

原　付

小　特

牽　引

けん
中　型

普　通

準中型

けん

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）
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第
２７号

様
式
の
７
（
第
３２条

の
２
関
係
）

第
号

講
習
終
了
証
明
書

住
所

氏
名

年
月

日
生

　
上
記
の
者
は
、

年
月

日
道
路
交
通
法
第
108条

の
２
第
１
項
第
14号

に

掲
げ
る
講
習
を
終
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
し
ま
す
。

年
月

日

実
施

機
関

□ 印

備
考
　
実
施
機
関
は
、
受
講
を
申
し
出
る
「
大
分
県
公
安
委
員
会
」
又
は
「
指
定
講
習
機
関
名
及
び
管

　
　
理
者
」
と
す
る
こ
と
。

第
２８号

様
式
の
備
考
中
「
手
数
料
欄
に
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
」
を
「
手
数
料
を
証
紙
に

よ
り
納
付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
貼
り
付
け
る
」
に
改
め
る
。

第
２８号

様
式
の
２
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
（
更
新
時
講
習
同
等
）
受
講
申
出
書
」
を
「
運
転
免
許
取

得
者
等
教
育
（
更
新
時
講
習
同
等
）
受
講
申
出
書
」
に
改
め
る
。

第
２８号

様
式
の
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）
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第
２８号

様
式
の
３
（
第
３３条

の
３
関
係
）

特
定
任
意
高
齢
者
講
習
受
講
申
出
書

年
月

日

大
分
県
公
安
委
員
会
　
殿

住
所

申
出
者
氏

名

生
年
月
日

　
道
路
交
通
法
施
行
令
第
37条

の
６
の
２
第
１
号
に
掲
げ
る
講
習
を
受
講
し
た
い
の
で
申
し
出
ま

す
。

実
車
指
導
の
有
無

有
・

無

講
　
習
　
区
　
分

□
75歳

未
満

□
75歳

以
上

□
臨
時

講
習

日
年

月
日

講
習

場
所

□

現
に
受
け
て
い
る

運
転
免
許
の
種
類

備
　
　
　
　
　
　
考

手
　
数
　
料
　
欄

備
考
　
手
数
料
を
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
は
、
当
該
証
紙
を
手
数
料
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

大　型

□大　特

□大自二

□普自二

□原　付

□小　特

□
□

□

牽　引

けん

□中　型

□準中型

□普　通

第
２８号

様
式
の
４
中
「
第
３３条

の
５
」
を
「
第
３３条

の
４
」
に
、
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
（
高
齢
者
講

習
同
等
）
受
講
申
出
書
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
高
齢
者
講
習
同
等
）
受
講
申
出
書
」
に
改
め

る
。第
２８号

様
式
の
５
を
削
る
。

第
２９号

様
式
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
認
定
申
請
書
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
認
定
申
請
書
」

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者

等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
」
に
改
め
る
。

第
３０号

様
式
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
認
定
書
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
認
定
書
」
に
、
「
運

転
免
許
取
得
者
教
育
の
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
１２様

式
を
加

え
る
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）
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第
３１号

様
式
（
第
３４条

関
係
）

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
認
定
取
消
通
知
書

年
月

日

名
称

所
在
地

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

　
次
の
理
由
に
よ
り
、
道
路
交
通
法
第
108条

の
32の

２
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者

等
教
育
の
認
定
の
取
消
し
を
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

理
由

（
教
示
）

　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以
内
に
大
分
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
大
分
県
を
被
告
と
し
て

（
代
表
者
は
大
分
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　
な
お
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
を
行
つ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

第
３２号

様
式
（
第
３４条

関
係
）

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
変
更
届
出
書

年
月

日

大
分
県
公
安
委
員
会

殿

住
所

届
出
者

氏
名

　
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

変
更
の
届
出
を
し
ま
す
。

変
更
す
る
事
項

変
更
前

変
更
の
内
容

変
更
後

備
考
　
届
出
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
届
出
者
の
欄
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
及

　
　
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

一
一



第
３３号

様
式
（
第
３４条

の
２
関
係
）

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
高
齢
者
講
習
同
等
）
指
定
申
請
書

年
月

日

大
分
県
公
安
委
員
会

殿

住
所

申
請
者

氏
名

　
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
４
条
第
２
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
同
規
則

第
１
条
第
３
号
に
掲
げ
る
課
程
に
係
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
の

指
定
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

名
称

使
用
す
る
施
設

所
在
地

備
考

備
考
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
者
の
欄
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
及

　
　
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

第
３４号

様
式
（
第
３４条

の
２
関
係
）

第
号

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
高
齢
者
講
習
同
等
）
指
定
書

名
称

所
在
地

　
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
４
条
第
２
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
規

則
第
１
条
第
３
号
に
掲
げ
る
課
程
に
係
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て

指
定
す
る
。

年
月

日

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

一
二



第
３５号

様
式
（
第
３４条

の
２
関
係
）

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
（
高
齢
者
講
習
同
等
）
指
定
取
消
通
知
書

年
月

日

名
称

所
在
地

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

　
次
の
理
由
に
よ
り
、
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
４
条
第
２
項
第
４
号
の

規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
通
知
す
る
。

指
定
番
号

理
由

（
教
示
）

　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以
内
に
大
分
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
大
分
県
を
被
告
と
し
て

（
代
表
者
は
大
分
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　
な
お
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
を
行
つ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

第
３６号

様
式
（
第
３４条

の
３
関
係
）

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
認
定
申
請
書

大
分
県
公
安
委
員
会

殿

住
所

申
請
者

氏
名

認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
の
住
所
及
び
氏

名
（
法
人
に
あ
つ
て
は

名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
）

施
設
の
名
称
及
び
所

在
地

課
程
の
区
分
及
び
名

称開
　
始
　
年
　
月
　
日

備
考
１
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
者
の
欄
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地

　
　
　
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
２
　
課
程
の
区
分
は
、
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
１
条
各
号
の
う
ち
、
該

　
　
　
当
す
る
号
を
記
載
す
る
こ
と
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

一
三



第
３７号

様
式
（
第
３４条

の
３
関
係
）

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
認
定
書指
令
（

）
第

号

年
月

日

殿

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

　
下
記
の
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
課
程
が
道
路
交
通
法
第
108条

の
32の

３
第
１
項
各
号
に
適

合
し
て
い
る
こ
と
を
認
定
す
る
。

記

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

課
程
の
区
分
及
び
名
称

第
３８号

様
式
（
第
３４条

の
３
関
係
）運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
認
定
取
消
通
知
書

年
月

日

名
称

所
在
地

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

　
次
の
理
由
に
よ
り
、
道
路
交
通
法
第
108条

の
32の

３
第
２
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

同
法
第
108条

の
32の

２
第
5
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
の
取
消
し
を
し

た
の
で
通
知
し
ま
す
。

理
由

（
教
示
）

　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以
内
に
大
分
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
大
分
県
を
被
告
と
し
て

（
代
表
者
は
大
分
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　
な
お
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
を
行
つ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

一
四



第
３９号

様
式
（
第
３４条

の
３
関
係
）

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
変
更
届
出
書

年
月

日

大
分
県
公
安
委
員
会

殿

住
所

届
出
者

氏
名

　
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

変
更
の
届
出
を
し
ま
す
。

変
更
す
る
事
項

変
更
前

変
更
の
内
容

変
更
後

備
考
　
届
出
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
届
出
者
の
欄
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
及

　
　
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

第
４０号

様
式
（
第
３４条

の
４
関
係
）

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
指
定
申
請
書

年
月

日

大
分
県
公
安
委
員
会

殿

住
所

申
請
者

氏
名

第
１
項

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
４
条

第
２
項

第
４
号
の
規
定
に
よ
る
同

規
則
第
１
条

第
１
号

に
掲
げ
る
課
程
に
係
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者

第
２
号

と
し
て
の
指
定
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

名
称

使
用
す
る
施
設

所
在
地

備
考

備
考
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
者
の
欄
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
及

　
　
ひ
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

一
五



第
４１号

様
式
（
第
３４条

の
４
関
係
）

第
号

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
指
定
書

名
称

所
在
地

第
１
項

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
４
条

第
２
項

第
４
号
の
規
定
に
よ
り
、

同
規
則
第
１
条

第
１
号

に
掲
げ
る
課
程
に
係
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

第
２
号

者
と
し
て
指
定
す
る
。

年
月

日

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

第
４２号

様
式
（
第
３４条

の
４
関
係
）運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
指
定
取
消
通
知
書

年
月

日

名
称

所
在
地

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

次
の
理
由
に
よ
り
、
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
４
条
第
１
項

第
２
項

第
４
号

の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
通
知
す
る
。

指
定
番
号

理
由

（
教
示
）

　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以
内
に
大
分
県
公
安
委
員
会
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
大
分
県
を
被
告
と
し
て

（
代
表
者
は
大
分
県
公
安
委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　
な
お
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
審
査
請
求
を
行
つ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

一
六



附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
五
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

一
七


